
 

 

訴    状 

 

                                     ２００３年（平成１５年）１２月１７日 

 

広島地方裁判所 民事部 御 中 

 

        原告訴訟代理人弁護士   足   立   修   一 

 

        同      弁護士   奥   野   修   士 

 

                同      弁護士   田   邊       尚 

 

        同      弁護士   中   丸   正   三 

 

        同      弁護士   藤   井       裕 

 

                同      弁護士   山   口   格   之 

 

在米被爆者健康管理手当等支給申請却下処分取消請求事件 

 貼用印紙額   金１万６４００円 

 予納費用額   金  ７０００円 

 



当事者の表示 

アメリカ合衆国カリフォルニア州サイプレス市 

                    ○○通り○○番地 

                      原       告    倉  本  千  里   

アメリカ合衆国カリフォルニア州カルバー市 

                    ○○通り○○番地 

原       告    森  中  照  子   

〒７３０‐０００４ 広島市中区東白島町１８番１３号 東白島ビル２０１号 

  ＴＥＬ ０８２‐２１１‐２４４１  ＦＡＸ ０８２‐２１１‐３３３１ 

                                                           （送達場所） 

             原告ら訴訟代理人 弁護士  足  立  修  一 

〒７３０‐００１２ 広島市中区上八丁堀８－２０ 井上ビル３階 

  ＴＥＬ ０８２‐２２７‐２４１１  ＦＡＸ ０８２‐２２７‐６６９９ 

           同        弁護士  中  丸  正  三 

   同  所 

           同        弁護士  奥  野  修  士 

〒７３０‐００１４ 広島市中区上幟町３番２０号 なか島ビル３階 

  ＴＥＬ ０８２‐２２８‐２４５８  ＦＡＸ ０８２‐２２７‐８４３１ 

             同        弁護士  山  口  格  之 

〒７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀４番２８号 松田ハイツ２０４号 

  ＴＥＬ ０８２－２２２－５３６１  ＦＡＸ ０８２－２２２－５３６２ 

           同        弁護士  田  邊     尚 

〒７３０－００１３ 広島市中区八丁堀５番２２号 メゾン京口門２０２号 

  ＴＥＬ ０８２‐２２７‐６５０１  ＦＡＸ ０８２‐２１１‐２８２２ 

           同        弁護士  藤  井     裕 

 



〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町１丁目６番３４号 広島市役所 

           被     告  広島市長 秋  葉  忠  利 



請 求 の 趣 旨 

 

１ 原告倉本千里に対し，被告のなした２００３年９月１９日付け葬祭料支給申請

却下処分を取り消す。 

２ 原告森中照子に対し，被告のなした２００３年１０月２０日付け健康管理手当

支給申請却下処分を取り消す。 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

請 求 の 原 因 

 

第１ 本訴訟の意義 

一 在外被爆者裁判の勝訴 

  本裁判は，訴えを提起した在外被爆者（国外に居住する被爆者）がすべて勝訴

した，一連の在外被爆者裁判の延長線上で提起するものである。 

  一連の在外被爆者裁判とは，郭貴勲裁判（①大阪地裁２００１（平成１３年）

６月１日判決，判例時報１７９２号３１頁。②大阪高裁２００２年（平成１４年）

１２月５日判決・確定，判例タイムズ１１１１号１９４頁），李康寧裁判（③長崎

地裁２００１年（平成１３年）１２月２６日判決，判例タイムズ１１１３号１３４

頁。④福岡高裁２００３年（平成１５年２月７日）判決・上告，判例タイムズ１１

１９号１１８頁），広瀬方人裁判（⑤長崎地裁２００３年（平成１５年）３月１９

日判決・控訴），李在錫裁判（⑥大阪地裁平成２００３年（平成１５年）３月２０

日判決・確定）である。広瀬裁判を除き，原告は韓国在住の被爆者（以下では「在

韓被爆者」という。）であり，いずれの原告も渡日して日本国内の居住地において，

原子爆弾被爆者の援護に対する援護に関する法律（１９９４年（平成６年）法律１

１７号。以下では「被爆者援護法」という。）に基づき，被爆者健康手帳の交付と

手当の支給を申請し，大阪府知事（被告）や長崎市長（被告）から被爆者健康手帳



を交付され，また，手当の支給決定を得て，手当を受給していたが，帰国（出国）

と同時に同法上の被爆者たる地位と手当受給権を失ったとされ，手当の支給を打ち

きられた。そこで，このような取扱いは同法に基づかない違法のものであるとして

提訴したところ，前記①②③④⑥判決は，いずれも原告（被控訴人）の全面的な勝

訴であった。広瀬裁判の原告は日本国に居住する者であるが，出国に伴い同法に基

づく健康管理手当の支給を打ちきられたため，上記の在韓被爆者が提起した訴えと

同趣旨の訴えを提起し，⑤判決により勝訴した。 

 以上について，いま少し詳しく説明する。 

  被爆者援護法は，その前身の（旧）原子爆弾被爆者の医療等に関する法律（昭

和３２年法律４１号。以下では「原爆医療法」という。）および（旧）原子爆弾被

爆者に対する特別措置法（昭和４３年法律５３号。以下では「原爆特別措置法」と

いう。）と同様に，「被爆者」の要件として日本国籍や国内居住を規定していない

（１条）。ところが，厚生省は，１９７４年（昭和４９年）７月２２日衛発４０２

号公衆衛生局長通知（以下，「４０２号通達」という）において，原爆特別措置法

は「日本国内に居住関係を有する被爆者に対し適用されるものであるので，日本国

の領域を越えて居住地を移した被爆者には同法は適用がないものと解される」とし，

被爆者が日本国から出国したときは，日本国籍の有無にかかわらず，被爆者たる地

位を失い，手当受給権は失権すると取り扱うよう指示した。このため，従来，在外

被爆者が医療を受けることを目的として渡日し，病院に１ヶ月以上入院している間

に，被爆者援護法２条に基づき，被爆者健康手帳の交付を申請してその交付を受け，

また，手当支給を申請して認められれば，申請日の属する月の翌日より手当を受給

できたが，同人が帰国（出国）すれば，直ちに失権の扱いを受け，被爆者援護法上

の被爆者の地位を失い（被爆者健康手帳は無効となる。），また，手当受給権も消

滅したとされ，手当の支給は打ちきられていた。このような行政実務における取扱

いは，被爆者援護法が制定された後も維持され，３０年近くの長い間にわたり行わ

れていた。以上のような原爆医療法，原爆特別措置法，被爆者援護法の４０２号通



達に基づく解釈運用は違法であるとして，提起されたのが上記の一連の在外被爆者

裁判である。 

 これらの裁判では，被爆者が日本国から出国したこと（わが国に居住も現在もし

なくなること）により，法律上の被爆者たる地位と手当受給権を失うのかどうかが

争われ，①から⑥の判決は，すべて同じように被爆者がわが国に居住も現在もしな

くなったからといって，被爆者たる法的地位や手当受給権は失われないと判示した。

こうして，一連の在外被爆者裁判は，訴えを提起した在外被爆者の全面的な勝訴と

なった。 

二 在外被爆者への手当の支払い，在外被爆者の所持する被爆者健康手帳の有効化 

  郭裁判大阪高裁判決に対して，被告国および被告大阪府は上告を断念し，②判

決は確定した。これに伴い，２００３年（平成１５年）３月１日，被爆者援護法施

行令および被爆者援護法施行規則が改正され（政令１４号，厚生労働省令１６号），

被爆者健康手帳はこれを所持する被爆者が国外に居住していても有効であり，また，

手当受給権は出国して国外に居住することになっても消滅しないことを前提とする

諸条項が規定された。 

  これにより，新たに交付される被爆者健康手帳が出国によって無効とされなく

なっただけでなく，２００３年（平成１５年）３月１日より以前に被爆者健康手帳

の交付を受けた後出国したために無効とされていた被爆者健康手帳が，有効なもの

として取り扱われることとなり，また，手当については，「日本において手当の支

給認定を受けた者が出国した場合及び日本において手当の支給申請をした者が出国

した後に手当の支給認定を受けた場合であっても，当該者に対し手当を支給する」

（平成１５年３月１日健発０３０１００２号厚生労働省健康局長通知）とともに，

過去に手当を受給していたが，出国に伴い支給を打ちきられていた者については，

未支給分の手当を過去に遡って支払うこととした（２００３年（平成１５年）２月

１７日厚生労働省健康局「在外被爆者への手当支給についてＱ＆Ａ」）。 

  前述の被爆者援護法施行令と同施行規則の改正により，被爆者健康手帳を所持



する在外被爆者には，氏名，居住地の届出・変更の届出の義務（施行令５条１項，

施行規則７条２項），被爆者健康手帳の返還の義務（施行規則８条）などが課され，

また，手当を受給する在外被爆者には，氏名や居住地の変更の届出の義務（施行規

則３４条・３５条３項など），死亡の届出（施行規則４１条など），現況の届出の

義務（施行規則４１条の２など）などが課されることになった。これらの義務は，

従前の国内居住地の都道府県知事・広島市長・長崎市長に対して履行すべきもので

ある。 

三 本裁判で問われているもの 

  郭裁判大阪高裁判決を受け入れた国・厚生労働省は，国外に居住していても被

爆者たる法律上の地位を失わないとし，在外被爆者に手当を支給することに踏み切

った。これは，被爆者援護行政史の上で文字通り画期的なことであった。しかし，

被爆者健康手帳の交付および手当支給の申請は，日本国内の居住地からでなければ

行うことができないという従前からの取扱いは改められていない。平均年齢が７０

歳を超えた被爆者が，アメリカ西海岸からであれば１２時間，南米からであれば丸

１日以上の長旅をして渡日しなければ，被爆者健康手帳の交付や手当の支給を申請

できないということである。率直にいって，このような長旅に耐えられない被爆者

が少なからずいる。渡日できない被爆者は，被爆者健康手帳の交付を受けることが

できず，あるいは，手当の申請ができずに放置されてしまう。本裁判では，このう

ち被爆者健康手帳の交付を受けていることを前提として，手当の申請が日本国外の

居住地からもなし得ることを求めるものである。 

  原告森中および原告倉本の亡夫は，いずれも被爆者健康手帳を所持している法

律上の被爆者である。それにもかかわらず，日本国外に居住地があるという理由だ

けで，被爆者援護法の諸給付を受けることが，なぜ阻害されなければならないので

あろうか。 

  李裁判の④福岡高裁判決は，原爆三法（原爆医療法，原爆特別措置法，被爆者

健康手帳援護法）の人道的見地について次のようにいう。 



  「原爆三法は，社会保障法と国家補償法という２つの法的性格を併せ有する法

律であって，人道的な見地に立って，公費負担による被爆者救済を図ることを目的

としたものである。このような原爆三法の依って立つ人道的見地という立場を考慮

すれば，少なくとも狭義の被爆者（被爆者健康手帳を所持する被爆者）に対して一

定額の金銭給付である健康管理手当の受給権を認めない解釈は，在外被爆者をして

手当受給のために本来の居住地を離れて生活することを強いるものであり，相当で

ないといわざるを得ない。」 

  「原爆三法の国家補償法的な性格や被爆者のおかれている深刻な健康被害の実

情に鑑みると，人道的な見地から少なくとも狭義の在外被爆者に対しては救済を図

るべきであると考える。」 

  以上の判示は，もちろん李裁判（出国に伴う手当の打ち切りの当否が争点であ

る。）に即してのものであるが，本件においても妥当するものである。 

 

第２ 原告倉本千里について 

一 原告倉本千里の亡夫倉本篤三が原子爆弾により被爆した事実 

１  亡夫倉本篤三（以下，倉本篤三という）は，１９２９年（昭和４年）年１０ 

月３１日，アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市において出生した。 

２ 倉本篤三は，１９４５年（昭和２０年）８月ころは，広島市中広町にあった 

広島市立中学校の生徒であった。 

３ 倉本篤三は，１９４５年（昭和２０年）８月６日朝，学徒動員による勤労奉 

仕のため南観音の三菱重工業に行く途中に，午前８時１５分ころ，広島市西区

観音本町（爆心地から１．３キロメートル）で被爆した。 

４ その後，倉本篤三は，１９４９年（昭和２４年）にアメリカ合衆国ロサンゼ 

ルス市に移住し，以後，同国に居住してきた。 

二 被爆者健康手帳の取得 

 ２０００年（平成１２年）５月２６日，倉本篤三は，広島市長から被爆者健康



管理手帳（番号 ５４７９５５５）の交付を受けた。 

三 葬祭料支給申請を行った経緯と却下通知 

１ 原告倉本は，夫である倉本篤三が，２００２年（平成１４年）７月３０日に死

亡したので，その後，遺族として葬式を行い，その費用を支出した。 

  その後，原告倉本は，日本国内に居住する被爆者の場合には，遺族が葬式を行

ったときには，そのものに対して，葬祭料が支給されることを知った。 

２ そこで，原告倉本は，２００３年（平成１５年）７月，アメリカ合衆国の居住

地から郵送の方法で，葬祭料支給申請を行い，これは同月１７日に被告に受け付け

られた。 

  ところが，原告倉本は，被告から，同年９月２７日，同月１９日付けで葬祭料

支給申請に対する却下通知を受領した。 

  この通知書には，「死亡した被爆者倉本篤三氏の死亡の際における居住地が本

市でないことから，原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第１９条及び

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第７１号に定める葬祭料の支給

要件に該当しないため，本市が支給することはできません。」と記載されていた。 

 

第３  原告森中照子について 

一 原告森中が原子爆弾により被爆した事実 

１  原告森中は，１９３２年（昭和７年）年２月４日，アメリカ合衆国オハイオ 

州トレド市において出生した。 

２ 原告森中は，１９４５年（昭和２０年）８月ころは，１３歳で，広島女子商 

業学校に通学していた。 

３ 原告森中は，１９４５年（昭和２０年）８月６日，午前８時１５分ころ，広 

島県安芸郡中野村にある自宅の外に立っていたとき，落下傘が３つ落ちていく

のを望遠鏡で見ていたところ，大きな火柱が，空に向かって一直線にあがった。 

 このときの被爆で，原告森中の２人の姉が亡くなった。 



４ 原告森中は，同月９日に，学校に来るように指示を受け，広島駅に行き，的 

場，段原を通って，女子商業学校に行った。原告森中は，このときに入市被爆

をした。 

５ 原告森中は，１９５０年（昭和２５年）６月に，アメリカ合衆国に移住し， 

以後，同国に居住している。 

二 被爆者健康手帳の取得 

１ １９７６年（昭和５１年），原告森中は，日本に帰国し，そのときに初めて， 

広島市役所で被爆者健康手帳の交付を受けた。 

２ 原告森中は，２００２年（平成１２年）５月２４日に，現在所持する被爆者 

健康手帳（番号５４９９８９２）の交付を受けた。 

三 健康管理手当認定申請を行った経緯と却下通知 

原告森中は，現在，肝臓などの具合が悪く障害を持ち，病院にかかっている状 

況にある。 

  原告森中は，２００３年（平成１５年）９月３日，代理人弁護士足立修一を通

じて，健康管理手当認定申請を行い，申請書類は，同日被告に受領された。 

  ところが，原告森中は，被告から，同年１０月２９日，同月２０日付けの健康

管理手当認定申請の却下通知を受けた。 

  これには，「健康管理手当認定申請書は，居住地の都道府県知事（広島市，長

崎市にあっては当該市の長）に提出することになっている（原子爆弾被爆者に対す

る援護に関する法律施行規則（平成７年厚生省令第３３条）第５２条第１項）が，

申請者の居住地は広島市ではないため，認定できません。」と記載されていた。 

 

第４ 違法な申請却下処分 

一 被告の却下処分の根拠について 

  原告らに対する却下通知によると，却下の理由は，原告倉本については，「死

亡の際における居住地が広島市でない」ことを理由とし，原告森中については，「居



住地が広島市でない」ことを理由とするものである。 

  これは，被爆者援護法で，健康管理手当の認定申請や葬祭料の支給申請先を，

下位の法令（被爆者援護法施行令，同法施行規則）に委任しているところ，その下

位の法令の規定である，同法施行令で，葬祭料の場合については「被爆者の死亡の

際における居住地の都道府県知事」が支給義務を負うと規定し（施行令１９条），

また，同法施行規則で申請手続が規定され，それによると，「申請書を」，「被爆

者の死亡の際における居住地」（葬祭料の場合）ないし「被爆者の居住地」（健康

管理手当の場合），「の都道府県知事に提出しなければならない」（施行規則７１

条・同５２条）とされていることを限定列挙とみることを根拠としている。 

二 原告倉本は葬祭料が支給されるべき実体要件を充足している 

  しかし，まず，亡倉本篤三については，被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者

であり，かつ，死亡していること，葬儀が執り行われたことは，明白な事実であり，

このことによって，葬祭料請求権は実体的に発生し，葬祭料支給申請書の提出行為

は，その請求権の実現のための手続行為にすぎないのである。 

三 原告森中は健康管理手当が支給されるべき実体要件を充足している 

  また，原告森中については，被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者であり，か

つ，健康管理手当の支給対象となる疾病に罹患し，健康状態を管理する必要のある

ことは，アメリカ合衆国の医師が診断した結果を記載した診断書によっても明白で

あり，このことによって，健康管理手当請求権は実体的に発生し，健康管理手当認

定申請書の提出行為は，その請求権の実現のための手続行為にすぎないのである。 

四 被爆者援護法は，日本国外の居住者を排除していない 

  第１でも述べたように，被爆者援護法には，被爆者健康手帳の交付を受け，被

爆者としての権利を認められた者が，日本国外にあっても，各種手当の受給権を喪

失しないことは，郭貴勲大阪高裁判決（２００２年１２月５日判決）を厚生労働省

が上告せず，確定することで明確になった。この結果，日本国外に居住する被爆者

にも，被爆者としての権利を認める内容で政令，省令が改正され，少なくとも，２



００３年３月１日以降，厚生労働省における取り扱いにおいて被爆者援護法に基づ

く援護措置の対象となる被爆者が日本国外に存在していたことが確認された。 

  このように，一旦，被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者は，国の責任におい

て実施される被爆者援護事業において，被爆者として認定されており，かつ，従前

の４０２号通達に基づく措置が，誤っていたことから，「被爆者はどこにいても被

爆者である」という取り扱いに変更されるべきであるというのが，厚生労働省も受

け入れた郭貴勲控訴審判決の結論である。 

  このことは，被爆者援護法が被爆を受けた者に対する国家補償的配慮の下に制

定された純粋の社会保障法とは言い難いと確認されている（孫振斗上告審判決・最

高裁第一小法廷１９７８年３月３０日）ことに照らして，被爆者であり，被爆者健

康手帳の交付を受けた者である限りは，その実質に即して，援護の手が差し伸ばさ

れるべきであることは当然である。 

五 日本国外居住者を排除する被爆者援護法施行令，同法施行規則は違法である 

  そして，被爆者援護法によると，手当等支給義務を負っているのは，法律上，

「都道府県知事」となっている（法２７条・健康管理手当，３２条・葬祭料）。こ

の「都道府県知事」には，広島市長も含めた取り扱いがなされている。すなわち，

葬祭料，健康管理手当の支給義務を負う者を単に「都道府県知事」とのみ記載し，

「居住地の」との限定をしていない。そして，手当等の支給義務を負う者が手当等

の支給認定申請を受ける者と見るのが当然であるにもかかわらず，前述のように，

被爆者援護法施行規則７１条・同５２条の規定により，被爆者が日本国内に居住し

ていない限り，被爆者援護法上の手当等の支給を受けられないかのように規定して

いる。法律上は，「居住地の」という限定がないことに鑑みれば，被爆者援護法施

行規則７１条，同５２条のような規定になっていることは，法律の委任の趣旨に反

するものであって違法である。 

  よって，本来ならば，郭貴勲大阪高裁判決を受け入れ，４０２号通達の廃止に

伴う政令，省令の改正を行う際に，規則において，「居住地の都道府県知事」に申



請書を提出するとしている部分は，被爆者健康手帳の発給を管理する被爆者台帳に

記載している都道府県知事に提出するように改める必要があったが，そのように改

正されていないこと自体が違法であり，そのような規則に基づき，日本国外に居住

している者からの請求を却下するのは違法というべきである。 

六 まとめ 

  以上より，手当等の支給申請書の提出先を「居住地の都道府県知事（広島市長，

長崎市長を含む」としていることを理由として，日本国外に居住する被爆者からの

申請を却下するという取り扱いをすることは，被爆者援護法に反し違法である。本

件の各処分は，取り消されなければならない。 

 

第６ 結論 

 よって，原告らは，請求の趣旨に記載のとおりの判決を求めるため，本訴に及ぶ。 

 

証 拠 方 法 

 追って，口頭弁論において提出する 

添 付 書 類 

 １ 訴訟委任状                 ２通 

 

 


